
2004/07/11 14:21 

 
 
 
 
 

自治基本条例検討委員会 
 

報 告 書 素 案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２００４（平成１６）年７月 
川崎市自治基本条例検討委員会 

 
 

第 12 回作成委員会（04.07.09）

資料３ 



 i

は じ め に 
 
川崎市自治基本条例検討委員会では、２００３年１０月に、第１回委員会を開催以来、計５０

回以上の会を開催し、川崎市に相応しい自治基本条例のあり方について議論を重ねてきました。

この間、４月２３日、２４日には中間報告会（市民討議）を開催し、委員会におけるそれまでの

検討の経過をまとめた中間報告書をお示しし、より広く、多くの市民の皆さんと議論をさせてい

ただきました。 

この報告書案は、この８月下旬に予定しています最終報告に向けて、中間報告会（市民討議）

以降の市民意見を踏まえ、中間報告書において検討を要する事項としていた課題、検討過程で新

たに生じた課題などについて更なる討議を進めたもので、その内容は、自治基本条例として盛り

込むべき内容を記述した部分とその内容についての解説、具体案、目標、今後の施策の方向性な

どの記述とに整理したものとで構成されています。 

報告書案は、４月の中間報告書と比べると内容的にはだいぶ具体なものとなってきましたが、

条例案文に近い形の報告書を目標としていますので、報告書案に対する市民の皆さんの意見を伺

いながら、私たち市民にとって条例があってよかったと実感できる、より相応しいものとしたい

と思います。 

市民討論会への参加、報告書案に対する意見の提出などを通じて、市民の手による条例づくり

の輪を広げ、よりよい自治基本条例となるよう、検討を詰めていきたいと思います。 

 

 
 

２００４（平成１６）年７月 日    
川崎市自治基本条例検討委員会    
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Ⅰ 総則的部分 

１ 条例名称について 

 

２ 前文について 

 

３ 目的 

 

４ 条例の位置づけ 

【解説】 

自治基本条例は、川崎市が定める条例の一つではありますが、その内容は、川崎市の自治に

ついて理念や原則を定めるもので、これは、川崎市における自治の制度、体制、仕組みなどに

おいて共通して遵守すべきものです。また、自治基本条例の制定手続過程においても市民委員

を中心として内容を検討し、市長報告までの各段階で広範な市民の意見を求めて反映し、また、

報告を受ける行政側も、報告の趣旨を尊重して素案、条例案を策定していき、それぞれの過程

において、議会への情報提供や質疑応答、タウンミーティングでの市民意見の聴取及び反映、

この条例は、地方自治の本旨に基づく川崎市の自治において、主権者が市民であることを

確認し、基本原則のもとで、自治の主体である市民、議会及び議員並びに市長及び行政が担

うそれぞれの役割及び責任を明らかにするとともに、川崎市のこれまでの自治の取り組みを

踏まえた更なる自治の推進及び拡充に必要な区のあり方、制度、仕組み等を定めることによ

り、自律的な自治の運営を確立し、もって市民の公共の福祉の向上と、より開かれた市政運

営の展開を図ることを目的とします。 

私たちのまち川崎は、多摩川と多摩丘陵の恵みを受け、臨海部のモノづくりを特徴として

成長してきました。そして、変化が激しくなってきている社会情勢の中、様々な課題があら

われています。これらの課題を解決し持続可能な社会の実現には、行政だけでなく、市民も

主体となって力を合わせて取り組む必要があります。 

「自分たちが住むまちのことは、自分たちで決め、自分たちが出来ることは自分たちでや

っていく。」が自治の原則です。まちの主権者として様々な立場の市民と、議会、市長、行

政諸機関が共に役割と責務を明らかにし、お互いを理解し、尊重しながら、新しい自治のか

たちを作り出す必要があります。 

平和と民主主義を基調とする憲法を暮らしのなかに生かし、地球市民として世界平和を願

い、良好な環境のなかで健康で文化的な生活を営むことを求め、すべての市民にゆきわたる

福祉を追求する自治を進めます。これからの自治は、市民が主体となって行政と協力する「協

働」が大切です。市民は進んで自治に参加し、だれもが自分らしく安心して暮らせるまち川

崎をめざすため、ここに川崎市自治基本条例を制定します。 

仮称)川崎市自治基本条例とします。 

この条例は、川崎市の自治の基本について定める最高規範であり、他の条例、規則等の制

定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨及び目的との整合性を保たなくてはなりませ

ん。 
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この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによります。 

① 市民 市内に住む人及び市内で働き、学び又は活動する人をいいます。 

② 事業者 市内で事業や活動を行うものをいいます。 

③ 参加 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるためのまちづくりや市政に主体的にかか

わり、行動することをいいます。 

④ 協働 市民、事業者及び市の執行機関が目的や課題を共有し、その実現のために互いを

尊重し、それぞれの役割と責任の下で、対等な関係に立って、協力することをいいます。

⑤ まちづくり 市民にとって、より暮らしやすい地域社会となるための自治の取組みをい

います。

庁内各局への説明、趣旨の周知など、まさに自治体を構成する各主体の参加を得て条例として

策定されるものです。したがって、条例の内容と制定過程の両面から、自治基本条例は、川崎

市の自治の基本について最高規範性を持つものといえます。 

自治基本条例を定めるに当たっては、これまでの川崎市の自治の営みを踏まえているもので

はありますが、自治の制度等を定めている他の条例や規則などは、その制定・改廃、制度運用

を行うに当たっては、自治基本条例に定めるところの趣旨や目的との整合が必要となり、これ

を明らかにしたものです。 

 

５ 定義 

【解説】 

①・ 市民とは、広くまちづくりに関わる個人を指し、市内に土地・建物を所有する人や、市に

権利･義務関係を有する人も含みます。 

・ 川崎市には、多くの外国人市民が居住していますが、基本的人権や平等の見地からも個別

に制限列挙するのではなく、市民の範囲を広く捉えています。 

市民の範囲を納税者だけではなく、暮らし、働き、学び、活動する人まで範囲を広げるこ

とにより、多くの市民がまちづくりに参加することでその地域への自治意識や愛着も深まり

地域の活性化につながります。 

②・ 事業者には市内に土地・建物を所有する法人等もこれに含みます。「事業や活動を行うも

の」とは、営利事業を営む法人をはじめ、まちづくり団体やボランティア団体、中間法人、

公益法人、営利法人・非営利法人の法人格の形態を問わず、非営利を目的として公益的な活

動をしている団体を含みます。 

・ 事業者を市民とは別に定義する際には、企業の社会的責任（ＣＳＲ）という視点から事業

者の責務の規定を置くことが望ましいと考えます。 

 

６ 基本理念 

（市民自治） 

① 私たちは、主権者である市民の発意と自由意思に基づき、その総意によって自治体を設

立し、その信託に基づいた市政を自ら主体的に担うことにより、個人の尊厳と自由が尊重

され、市民福祉が実現される市民社会の創造を目指します。この理念に基づいて、市民と

行政、議会との協働を基本としながら、国・県との対等・協力の関係に基づいた自律的な

運営を図ることにより、自治体としての自立を確保します。 
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（情報共有の原則） 

① 議会及び市の執行機関は、市政に関する情報を市民と共有することを基本とします。 

（参画の原則） 

① 市のまちづくりは、市民の参画のもとで行われることを基本とします。 

② 市民の参画は、その自由な意思に基づくものであって、参画しなかった市民又は参加で

きなかった市民にとって、そのことによる不利益を生じさせるものであってはいけませ

ん。 

（協働の原則） 

① 市民、議会及び市の執行機関は、暮らしやすい市民社会の実現と市民自治の推進を目的

として、協働することを基本とします。 

【解説】 

・ 自治の基本的な考え方は、自治基本条例の根幹をなすものであり、この条例の基本理念とし

て位置付けします。憲法に規定された地方自治の本旨は、住民自治と団体自治からなるとされ

ますが、本市の自治基本条例では、この二つの自治の前提として、市民社会の自治の領域を「市

民自治」として位置づけます。市民自治とは、市民社会において市民相互が自律的かつ自発的

に織り成す領域であり、そこでは市民が自発的かつ自立的に様々な社会的な問題解決に向けて

考え行動することが基本となります。 

・市民は、市民自治推進のために、市政運営の一部を信託し、市を組織することができます。住

民自治、団体自治は、市民自治を構成する要素であり、これらの自治を総合的に推進していく

ことで、市民自治の内実をより豊かなものにしていくということが川崎市の目指すべき自治の

基本的な考え方です。 

・ 市は、補完性の原理に基づき、地方政府として、自治の拡充に努めなければなりません。ま

た、市の主権者は市民であり、市は市民社会の自律的な領域に介入することはできません。 

 

７ 自治の基本原則  

【解説】 

（情報共有の原則） 

① 私たちの自治を行う上でも、また、主体的に自治に参加する上でも、行政との協働による取

組を進める上でも、互いに必要な情報が共有されていなければ、互いの信頼関係は築けません

し、対等な関係へ発展することもできません。 

現実としては、自治に必要な情報は、行政が圧倒的に多く持っていますので、この原則を守

るためには、第一義的には、行政の側に積極的な情報提供の責務があるものと考えます。 

この原則のもと、市民にとっては知る権利が保障され、これを具現化するものとして情報提

供制度や情報公開制度が、また、この条例の中で規定されるパブリック・コメント制度や住民

投票制度、評価制度などにおいても、制度目的を達成するためには必要不可欠なものと考えま

す。 

（参加の原則） 

①・ ここでいう参加とは、積極的・主体的に参加すること、いわゆる参画の意味を含んだもの
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とします。「参加」というと、「既に与えられた何かにあとから入っていく」という少し受身

的なイメージがあり、言いたいことだけを言って、責任は伴わない感じを受けます。今後市

民による自治を推進していくためには、「主体的に市民が動く」という意味を含んだ「参画」

という言葉を多く用いることが適切だと考えます。ここでいう「参加」とは、この「参画」

という意味も含んだ広い範囲での言葉として定義します。 

（協働の原則） 

①・ ここでは、協働の原則について位置づけます。私たちは、様々な立場の人々それぞれの尊

厳を大切にしながら、市民の生活を最優先に、より良い暮らしを手に入れるために、みんな

で協力しあいます。 

・ 「ともに担う新しい公共」を創造するための新しい条例のなかに、協働を推進する具体的

な規定を盛り込むものとします。 
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① 市民等は、まちづくりへの参加に当たっては、ともに社会の一員であることを自覚し、自

らの行動と発言に責任を持たなければなりません。 

② 市民は、お互いが助け合い、心豊かな関係を作り、互いに自由と人格を尊重しあう責務を

持ちます。 

③ 市民は、恒久平和と安全を実現するために行動します。 

④ 市民等は、持続可能な地域づくりをめざして、川崎市域に止まらず国内外の他の地域と

人々に配慮しつつ、のちの世代に引き継ぐ環境を保全する責務を持ちます。 

⑤ 市民は、行政サービスに伴う負担を分担する責務を持ちます。 

Ⅱ 自治の主体 それぞれの役割と責任 

１ 市民 
(1) 市民の権利 

【解説】 

・ ここでは、川崎市のこれまでの自治の営みをを振り返りつつ、これからの自治の創造を可能

とする前提として、市民が個人の尊厳と個性を尊重し、安心して良好な環境のなかで暮らし、

活動することができること（基本的人権の尊重、平和的生存権、環境権、幸福追求権等）を、

包括的な権利として、日本国憲法の権利規定及び環境基本条例等の市の条例や核兵器廃絶平

和都市宣言等から確認します。 

・ 「参加する権利」については、「参加の原則」にその内容を定めます。なお、市民は、協働

事業についても、事業提案権や事業選定、評価など、参加する権利を持ちます。 

・ 現在の地方自治法上に定められた、住民の選挙や直接請求という参政権としての権利の保障

のほかに、市民が総合計画策定をはじめとする市政の各段階に参加する権利の保障をするこ

とが必要です。なお、政策形成や計画には、総合計画や条例の策定、各種審議会への参加な

どを含みます。 

 
(2) 市民の責務 

 

（包括的な権利） 

① 市民は、すべてが個人として尊重され、平和で良好な環境の中で自己実現を図り、生命、

自由及び幸福追求に対する権利を持ちます。 

（参加する権利） 

② 市民は、市の政策形成や計画の策定及び決定、事業の実施及び評価の各段階で参加する

権利を持ちます。 

（知る権利） 

③ 市民は、市政に関する情報を知る権利を持ちます。 

（行政サービスを享受する権利） 

④ 市民は、行政サービスをひとしく受ける権利を持ちます。 
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【解説】 

※ ここでは、「市民の権利」をうけて、この条例の理念を実現するにあたり、市民として行動

する際に必要な責務を確認します。なお、市民の責務のうち、参加の権利や協働の原則に関す

るものは、別途規定しています。 

③・ 前条第１項の「平和」を受けての責務です。また市は平和的生存権を守るために、川崎市

をジュネーブ条約追加第一議定書による「無防備地域」とすることを今後の市政の視野に置

きます。※「無防備地域」の解説 

④・ 「環境権」に対応しての責務です。市民は川崎市内だけにではなく、地球市民として環境

に対しての責務を担っています。地球温暖化などの地球規模での環境問題が顕在化していま

す。市民はこれまでは環境問題の被害者だったのですが、現在においては市民の便利で豊か

さを生活そのものが環境問題を引き起こしていることから、加害者にもなっている現状です。

持続可能な開発のために、世代間、地域間の公平性を確保し、「地球市民としての自覚」を持

つことが私たちのつとめです。 

 

(3) 事業者の責務 

【解説】 

 

(4) コミュニティ 

【解説】 

①・② コミュニティには、住んでいる地域を単位とした町内会・自治会などの地域コミュニテ

ィや、テーマ別に活動している市民活動団体・ボランティアグループなどのテーマコミュニテ

ィなどがあります。市民は自主的にコミュニティを組織し、参加することができます。  

また、コミュニティへの参加は自由であって、強制されるものではありません。 

③ コミュニティの中には、地域社会における課題解決に資するもの、地域の親睦を深めるもの

など、様々なものがあり、地域社会で重要な役割を担っています。 

こうした活動に対して、本条例に掲げる協働の原則にそって、支援するコミュニティの役割

（コミュニティとは） 

① 市民にとってコミュニティとは、市民一人ひとりが心豊かな暮らしの実現を目指し、様々

なかたちで形成される多様なつながり、組織および集団をいいます。 

（コミュニティと市民との関係） 

② 市民は、地域に根ざしてまちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識

し、そのコミュニティを守り、育てていくように努めます。 

（市とコミュニティとの関係） 

③ 市は、コミュニティの自主性・自律性を尊重しながら、必要に応じて、その活動を支援す

ることができます。 

事業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、誰もが安心して暮

らせるまちづくりに寄与するよう務めなければなりません。 
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を明確にした上で、条件の整っているコミュニティに対して、施設等の便宜供与、資金面の援

助、人材育成、情報提供などの支援を行うことができます。 

また、コミュニティに対して支援を行った場合には、本条例の掲げる情報共有の原則にした

がい、行政はその支援内容等に関する情報の共有化を進める必要があります。 

【今後検討すべき課題等】 

・ 川崎市における行政施策が全市、行政区、中学校区という三層制を基礎として展開されてい

ることから、現在の地域コミュニティ及びテーマコミュニティだけでなく、小学校区あるいは

中学校区を単位としたコミュニティの形成について、も検討する必要があります 

・ 地域コミュニティ、テーマコミュニティ及び市は、それぞれの機能を互いに尊重し、信頼関

係のもとに協働してまちづくりにあたることから、コミュニティに関する情報(活動目的･体

制・活動状況等)の集約・公開、活動相互のコーディネートなどを行なう機関（場）の設置に

ついての検討が必要と考えます。 

 

２ 議会 

 【解説】 

（議会の設置及び議員の宣誓） 

① 市民は、市という団体に対して、自分たちの生活を守り、向上させるために市政の運営を信

託しています。住民（日本国民で市内に住所を有するもの）から直接選ばれる議員により構成

される議会は、信託に基づく市政を運営する重要な機関であり、それをより明確にするために、

自治基本条例に設置規定を設けることにします。 

② 市の職員は、地方公務員法に基づいて、就任に当たり宣誓義務が課せられていますが、市長や議

員、そして執行機関の委員（特別職の公務員）には課せられていません。市長や議員は、市民から信

（議会の設置及び議員の宣誓） 

① 市に、住民の直接選挙によって選ばれた議員で構成される議事機関として、議会を設置

します。 

② 議員は、その就任に当たり、憲法、自治基本条例その他の法令を遵守し、住民の信託に

基づく市政を担うものとして公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓するものとしま

す。 

（議会の権限と責任） 

① 議会は市の重要な意思決定、行政運営の監視等を行うとともに、議会としての意見を国

会又は関係行政庁に提出すること等の権限を行使します。 

② 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思が反映されるように十分な議論を

行うとともに、市民にわかりやすく、開かれた議会運営に努めなければなりません。 

③ 議会は、議会運営の内容を市民に説明するとともに、市民からの提案に対して応答する

よう努めなければなりません。 

（議員の役割と責任） 

① 議員は、自らの活動を市民等に知らせるとともに、議員は、議会がその役割を果たせる

よう、職務を遂行しなければならなりません。 
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託を受けた市政において重要な役割を担っていることから、市長や議員そして執行機関の委員もその

職責の重さを再度確認するために宣誓が必要と考えます。 
（議会の役割と責任） 
① 議会は、市民の代表として、議決権、調査権、検査権などの権限を十分に活用し、市政にお

ける重要な意思決定、行政に対するチェック機能、国等に対する意見表明などの権限を行使し

ます。 

② 議会は、その権限を行使するために、多様な市民意見や市の置かれている状況等をもとに十

分な議論を行い、適切に市民の意見を反映させ、市の将来を見据えた的確な結論を導き出すこ

とが求められています。そのためには、個々の議員の努力はもちろん、議会としての調査能力

等を高めるために事務局機能の充実等も必要です。 

③ 本会議や常任委員会は傍聴することが可能であり、本会議資料の配布やインターネットを通

じた議会公開など開かれた議会に向けた検討もなされています。しかしながら、一方ではその

活動は市民からはわかりにくいという指摘がなされることもあります。そのため、開かれた議

会運営の一方策として、例えば、本会議の夜間または休日開催などが考えられます。 

④ 議会においては、会期ごとに市議会だより等を通じて、その活動状況が明らかにされていま

す。しかし、議案に対する会派の賛否の状況が不明であることなど、まだ、市民の知りたい情

報が十分に提供されているわけではありません。また、市民の意見、提案ともいえる請願・陳

情の結果の通知はありますが、どのような理由でその結果となったのかは、委員会等の議事録

を閲覧しなければわかりません。このように、情報提供や応答については、改善すべきことが

あると考えられます。 

（議員の役割と責任） 
① 議員は、市民から信託を受けた市政において重要な役割を担っており、自らの議会活動に関

して、説明責任及び応答責任を果たす必要があります。 

② 議員は、議会がその役割を果たすために、地域の情報、課題、市民の意見などを的確に捉え

る活動、そして調査能力、政策形成能力等の向上その他さまざまなことに努めることを市民は

から求められています。 

【今後の検討課題・意見等】 

（議会の役割と責任） 

○ 請願・陳情により市民は、議会に対し自由に意見、要望を出すことはできますが、その趣旨

等を直接常任委員会で述べることはできません。請願者等が直接、述べることができるような仕

組みが必要ですが、その名称を、例えば「市民提案」など、市民が主権者であるにふさわしい名

称とする必要があります。（請願、陳情を一項にまとめました。） 
○ 議会をより身近なものとするために区役所に議会の担当窓口を設置できないかという意見

もあります。しかし、現行の地方自治法上も、また二元代表制という観点からも、市議会の権限

に関することを市長の所管に属する区役所に委任することは困難であり、さらに、担当職員を置

くことはコスト面からも問題があります。そのため、市民が中心になり、区役所などの施設を利

用して、それぞれの地域において市民と議員が活発に意見交換を行う場などを設けることも考え

られます。 
（議員の役割と責任） 

○ 区ごとに市民と議員が定期的な話し合いを持つような仕組みを、自治基本条例に規定するこ

とも提案されました。しかしながら、このような仕組みは、本来、法的に担保されるものでは

なく、市民活動の一環として、市民活動団体等と議員が自由に行うべきという考えもあること

から、そのような仕組みをつくることには慎重な議論が必要になります。また、これから検討

が進められる区民会議の中に、区選出の市議会議員が構成員として入いることになれば、それ
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に準じた仕組みになり得る可能性があります。 

 

３ 市長・行政 
(1) 市長その他の執行機関 

【解説】 

（市長の設置） 

① 住民は、市という団体に対して、自分たちの生活を守り、向上させるために市政の運営を信

託しています。住民から直接選ばれる市長は、信託に基づく市政を運営する重要な機関であり、

それをより明確にするために、自治基本条例にそれぞれの設置規定を設けることにします 

(市長その他の執行機関の責務) 

① 市長は、執行機関の一つですが、住民の直接選挙によって選ばれた市の代表としての地位に

あります。したがって、他の執行機関と異なり、その責任は重く、市民の信託にこたえるため

に、市長としての多くの権限を行使します。（「その所管する職務」では軽すぎるので「権限を

行使する」と変えるべきとの意見があり、上記のように変えてみました。 

② 執行機関はそれぞれ市における重要な職務を執行しています。その職務は、執行機関の判断

と責任において行使されますが、それは、市長の総合的な調整の下に行われる必要があります。

（市長は執行機関の中でも特別の地位にあることは前述しましたが、他の執行機関の重要性に

差をつけることは困難であることから、全体を一括して規定しています。） 

③ 行政運営に携わる市長その他の執行機関は、この条例に規定される基本原則などを遵守すべ

きことはいうまでもありません。ここでは、この条例の基本原則や各機関の責務等から導き出

される行政運営の基準に従うべきことを規定しています。 

④ 職員は、市の各機関に属して行政運営に従事しています。したがって、各機関の責務は職員

の責務ともいえるわけです。 

（市長などの宣誓） 

（市長の設置等） 

① 市に、住民の直接選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。 

（市長その他の執行機関の責務） 

① 市長は、あらゆる施策を通じて市民生活と自治を守り、発展させるため、市の代表とし

て、市政方針を定め、政策全体の総合調整その他の権限を行使します。 

② 執行機関（市長を除く。）は、その所管する職務において市民生活と自治を守り、発展

させるため、市長の総合的な調整の下、その権限を行使します。 

③ 市長その他の執行機関は、行政運営の項に定める事項に従い、公正かつ誠実にその職務

を管理し、及び執行しなければなりません。 

④ 市の機関に属する職員は、市民とともに自治を担う者としての認識に立ち、この条例及

びその趣旨に従い、職務を公正かつ誠実に執行しなければなりません。 

（市長などの宣誓） 

① 市長、助役及び収入役並びに執行機関の委員は、その就任に当たり、憲法、自治基本条

例その他の法令を遵守し、住民の信託を受けた市政を担う者として公正かつ誠実に職務を

遂行することを宣誓するものとします。 
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① 市の職員は、地方公務員法に基づいて、就任に当たり宣誓義務が課せられていますが、市長や議

員、そして執行機関の委員（特別職の公務員）には課せられていません。市長や議員は、市民から信

託を受けた市政において重要な役割を担っていることから、市長や議員そして執行機関の委員もその

職責の重さを再度確認するために宣誓が必要と考えます。 

【今後の検討課題・意見等】 

（市長その他の執行機関） 

④ 公正かつ誠実に行政執行を行う手段として、最近、いくつかの自治体で、行政運営上の違法

な行為等を発見した場合、自治体の中に設置された機関に通報することを職員の責務とする動

きがあります。このことは、職員が組織を守るのではなく、全体の奉仕者であることを具現化

しているという意味で、この条例に入れるべきという意見もある一方、条例レベルの問題では

ないという意見もあります。 

また、このような制度自体が不要という意見もあります。 

 

(2) 行政運営 

【解説】 

○ 行政を運営するに当たっては、自治の基本原則に則ることはもちろん、上記に掲げた事項に

則って行わなければなりません。 

○ アは情報共有の原則、イは参加の原則、ウは協働の原則及びコミュニティに対する市の役割、

エは市長の責務、計画的な行政運営や地方自治法第２条の趣旨、オは市長その他の執行機関の責

務、カは国や他の自治体のとの関係その他のこの条例の趣旨、キは行政組織のあり方等、から導

き出される行政運営に必要な具体的内容です。 

○ 自治体の自己決定権が拡充される中で、法令の自主解釈が重要となっています。法令の解釈

に当たっては、国と対等ということ、市民生活と自治を守り、発展させるという基本に立って

行うことが求められています。 

【意見等】 

○ 行政手続の透明性、公正性の問題の一つとして、要綱の問題があります。要綱とは、ある行

政実務に関する規定や執行基準、手続などをまとめたものであり、行政の内部のルールに過ぎ

市長その他の執行機関は、次のことを踏まえ、行政運営を行わなければなりません。 

ア 市民との情報共有を図り、行政活動に関する情報を市民に説明するとともに、市民からの

意見等に対して応答に努めること。 

イ 行政活動の各段階において市民参加を推進し、市民の意思が市政に適切に反映されるよう

にすること。 

ウ 公共的な課題を自ら解決しようとする市民の自主的かつ自立的な活動を尊重し、市民との

協働によるまちづくりを進めること。 

エ 施策は、効率的、計画的かつ総合的に実施されること。 

オ 行政手続に関し公正の確保と透明性の向上を図ること。 

カ 法令の解釈は、この条例の理念に則り行われること。 

キ 行政の組織、制度及び運用について不断の見直しを図ること。 
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ないが、行政指導や補助金公布の基準として機能する等、市民生活に密接につながる場合もあ

ります。したがって、市民生活に密接に関るものの公開、必要に応じての条例化、規則化を図

ることも必要です。 

 

(3) 計画的な行政運営 

【解説】 

① 市政の運営に当たっては、本市の将来像を明らかにする総合計画に従い、計画的に、整合性

を図りながら施策を展開していくことが重要です。 

【今後の検討課題・意見等】 

○ 総合計画は市政運営及び市民生活に大きな影響を及ぼす重要な意味を持つものであるため、

地方自治法において議決事項と定められている「基本構想」のみならず、「実行計画」部分に

ついても、市民の代表である議会の議決事項とするなどの検討も必要になります。ただし、二

元代表制の観点からも、その検討は慎重に行われるべきと考えられます。 

 

(4) 行政組織のあり方 

【解説】 

① 行政は縦割りによる弊害を排し、組織横断的な行政運営とともに、最小の経費で最大の効果

が得られるような機能的な行政運営が求められます。 

また、社会経済情勢の変化、行政需要の多様化に対応することも重要になりますが、民間部

門が対応できることについては、民間部門に委ねていくことが必要になります。 

② 出資法人については、市が直接事業を実施するよりも、効率的、弾力的な事業執行などがで

きる場合に設立、活用されてきましたが、長引く景気低迷などにより、厳しい経営環境に置か

れています。そのため、事業の必要性、効率性、また行政関与の必要性などの観点から、出資

法人のあり方等を考え、対応する必要があります。 

 

① 市の施策は、総合計画（長期的な展望に立って、市の政策の基本的方向を総合的に示す

計画をいう。以下、同じ。）の基本的方向に沿って、相互に整合性をもって策定され、及び

推進されなければなりません。 

① 市の組織は、次のことに留意して整備され、運営されなければなりません。 

ア 簡素で、効率的、機能的かつ総合的であること。 

イ 社会経済情勢の変化及び市民ニーズ等の変化に、柔軟かつ弾力的に対応できること。 

② 市長は、前項の趣旨に従って、市の出資法人の設置及び運営がなされるよう、指導及び調

整に努めなければなりません。 
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(5) 財政運営等 

【解説】 

① 財政運営の基本原則として、貴重な市民の税金等を財源としていることを認識するとともに、

予算は単年度で編成されてはいますが、総合計画との整合や、社会経済情勢の変化への対応な

ど事案に応じて中長期的な展望のもとに編成される必要があるものとも考えます。また、予算

は、市の自律性を高めるためにも運営が行われるべきと考えます。 

② 川崎市においては財政情報の公表について、内容の充実に取り組んでいますが、とりわけ予

算編成過程の情報については、市民にとっても関心が高いものと考えられ、他の都市では予算

要求情報を提供しているところもあります。また、今後、区にあっては、地域の課題を地域で

解決するための拠点として予算権限等の強化も図られるものと考えられますので、市民との情

報共有の観点から、更なる情報の公表が必要ではないかと考えます。 

③ 予算編成とその執行にあたっての市長の責務を規定しています。 

④・⑤ 財政運営についての情報は、地方自治法第 243 条の 3の規定に基づく条例により、定期

に公表されています。また、その内容についても市民が理解しやすいようなものとするための

取組が行われていますが、自治体の予算書、決算書は民間企業の財務諸表とは形式が異なり、

また、これに準じて財務諸表を作成したとしても内容はなかなか理解しにくいものでもありま

す。 

【意見等】 

討議の中では市民からの予算への提案、予算原案について市民意見を聴く機会の設定、予算

の 1％を市民の公共公益活動に使う仕組みや、現在でも行われているミニ公募債のような市民

が積極的に市債を購入する仕組みについての意見が出されました。 

 

(6) 苦情、不服、侵害に対する措置 

① 市の財政は、これが市民の税金その他の貴重な財源によって支えられていることを踏ま

え、中長期的な視野に立ち、自主的かつ健全に運営されなければなりません。 

② 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画及び評価の結果を踏まえ、効率的か

つ効果的に財源を活用しなければなりません。 

③ 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、市民との情報の共有を図り、市政の透明性を

高めるため、その過程を分かりやすく公表するよう努めなければなりません。 

④ 市長その他執行機関は、市の所有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めるととも

に、その状況について、市民にわかりやすいものとして公表しなければなりません。 

① 市民は、市政に関する苦情、不服等について、市に、簡易迅速に、その処理、救済等を求

めることができます。 

② 市は、前項の市民の求めに応ずる制度を設け、この条例による自治の基本原則と市民の権

利保障に努める責務に基づいてその運用を図ります。 

③ 市は、前項に定めるもののほか、市民の権利利益の保護に必要な措置を講じなければなり

ません。 
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【解説】 

① 市民は、市政に関する苦情について、市民オンブズマンに申し出るところにより、その処理

を求めることができます。またこのほかに知る権利の侵害に対する権利救済としての公文書公

開審査会、自己情報コントロール権の侵害に対する個人情報保護審査会その他行政処分への不

服に関する行政不服審査制度などを利用して、自治の主体としての権利利益の保護を求めるこ

とが制度的に保障されています。 

② ア しかしながら、行政の高度化及び複雑化、社会経済環境の変化の時代の中で、市民オン

ブズマン制度など、市に置かれる苦情処理及び権利利益保護のための制度は、市民自治拡

充という時代の流れに対応が可能となるよう総合的な対応が求められています。 

現行市民オンブズマン条例においては、苦情の申立人に対して申し出による調査結果を

通知し、年次報告において一部の処理事例の公表がされることとなっていますが、苦情申

立人に限らず、市民生活において重要な事例であったり、市民に共通な事例であるような

場合にあっては、その処理概要、市の業務見直し内容なども適宜に公表するなどの情報提

供が必要と考えます。 

イ さらに市民オンブズマンは、申し出に伴う調査のほかに、その発意により調査を行う権

限もあり、行政監視及び非違の是正勧告の任に当たる職務権限も有していますので、利

害関係当事者ではない市民からの市政一般に関する社会的または制度的な苦情の申立て

等であっても、この権限を十分に活用することにより、市民自治の推進・拡充に資する

ための調査並びに意見表明及び勧告を行うことも必要と考えます。 

③ なお、市民の苦情処理、権利救済制度については、市、県、国の制度のほか民間団体など、

その窓口は数多く用意されているものですので、県、国等との連携や、協力体制を講ずること

によって市民の苦情処理、権利救済に資するよう努めることが必要ですし、その手続きについ

て、広く市民に対して分かり易く説明・周知し、市民が知らなかったことによって不利益を受

けないようにしなければなりません。 

【意見等】 

市民の市政に対する苦情等の処理について、総合的な対処機関として総合オンブズマンの設

置についての委員提案がありました。その内容は、現行のオンブズマン制度は、個人の利害を

有する行政への苦情についてのみ、本人が申立てできるものですが、これを市政一般に対する

苦情等について市民の誰もが気軽に申立てができ、迅速な調査の対象とされるよう制度の運用

拡充を求めたものです。更に、新たに総合オンブズマン制度を設けることにより、組織横断的

で一元的な救済機関として市民自治の拡充、地方分権の時代に対応した市民にとって分かりや

すく、使いやすい制度とするよう提案されたものです。 
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４ 区 

【解説】 

・ 区はどのようなまちづくりを進めるかについて、市民の意見を聞き、安定、公平な市民サー

ビスを提供できるまちづくりを進めます。 

・ 区は、地域の課題を自ら発見し、解決を図る市民協働拠点として整備を進める必要がありま

す。そのために、各区が独自性・自主性・自律性を発揮できるよう、区の機能を強化する必要

があります。 

・ 区役所は区民と接してサービス提供する場であることを認識し、職員に対して市民への親

切・丁寧な応対を徹底するとともに、特に協働の円滑な推進に資するため協働のあり様や情報

公開、区の歴史文化、特有の課題等について、周知する必要があります。また、区民に対して

行なっていくことも重要です。 

・ 区長（区役所）の責務として、市民の要望、ニーズの把握に努め、地域課題の解決やまちづ

くりを市民とともに進めるとともに、地域（市民）の視点で施策等の総合化を図り、各事業部

(区及び区役所) 

① 「地域のことは地域で決めて実行する」ことを基本に、市民と行政の協働により地域のま

ちづくりを進め、また、市民に身近なサービスを総合的に実施するため、市域を分けて区を

置きます。 

② 前項の目的を達成するため、区に区役所を置きます。 

（区役所の役割と責務） 

① 区役所は、区民との協働により、区におけるまちづくりに関する課題の解決を総合的に推

進します。 

② 区役所は、区民の生活に身近なサービスを総合的に提供するとともに、その提供に当たっ

ては、利便性の高いサービスが、効率的かつ効果的に提供されるよう努めなければなりませ

ん。 

③ 区役所は、区民との協働を推進するため、市民活動についての適正な支援施策を講じるも

のとします。 

（区に関する市長の責務） 

① 市長は、区民の意見を的確に受け止め、市政に反映するよう努めなければなりません。 

② 市長は、区役所が、区民との協働の拠点として、また、区民の生活に最も身近な行政機関

としての役割を的確に果たすことができるよう、親しみやすく、開かれ、かつ分かりやすい

組織運営に努めなければなりません。 

（区における市民自治の推進） 

① 区民による地域のまちづくりを進めるため、区に関する重要課題を審議し、区長及び市長

に意見を述べる区民会議を設置します。 

② 区長及び市長は、区民会議の審議結果を尊重し、その意見を市政に反映させなければなり

ません。 

（区の予算の確保） 

① 市は、区における課題の解決を図るため、必要な予算の確保に努めなければなりません。
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局と連携を図っていく必要があります。 

・ 区長が、地域の問題解決にあたるために、市長は、区長の事業発案権、関連部局間の事業調

整権などを整備し、区長権限の強化（区役所機能の強化）を図る必要があります。 

・ 市は、地域の視点からの区の独自予算（事業）を確保し、予算配分を適正に行います。 

・ 区民会議は、区政方針の策定や区の予算に関することなど区の重要な課題について、幅広い

区民によって検討し、意見の集約を行なっていく機関として設置する必要があります。 

・ 区民会議の機能の実効性を担保することから、区民会議の審議結果等を尊重し、市政に反映

させることを原則とすることを規定しました。 

・ 委員の構成等については、別に条例等によって定める必要があります。 

・ 区民会議は、様々な事項について審議するため、例えば、まちづくりや福祉などの分野に応

じて分科会を設ける必要があります。 

・ 区民会議の設置にあたっては、区政推進会議やまちづくり推進組織との機能や役割など、再

編を含め十分に調整する必要があります。 

・ 区民会議の構成に市議会議員及び県議会議員を含めるかについて、審議機関に議決機関の議

員を含めるのは望ましくないという意見と実効性及び代表性の確保の観点から含めるのが望

ましいという意見があります。 

【今後検討すべき課題等】 

・ 広報・広聴活動によって寄せられた区民の意見や要望等を一元的に集約し行政と市民が情報

を共有する機関の設置について検討が必要と考えます。 

・ 区民からの苦情や相談に迅速かつ的確に対処するため、従来の縦割り機能中心の対応に加え

て組織横断的に対応し、進捗状況は随時当事者に明示できるようにするとともに区民から寄せ

られた意見や提起された課題について、その実現の可否、調査の要否、克服すべき条件等を明

示するような仕組みづくりの検討が必要と考えます。 

・ 住んでいる住民が、自ら住む環境を決定でき、豊かな生活の実現を理念としたまちづくりに

ついて支援をするような仕組み（条例）の検討が必要と考えます。 
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Ⅲ 自治拡充推進のための制度等 

１ 情報共有による自治の営み 
(1) 情報提供 

【解説】 

情報提供制度について定めます。これは、次の情報公開制度と車の両輪として市民との情報

共有をめざすための重要な制度といえます。 

市民にとって必要だと考える情報は、例示したもののほか、次のものが考えられます。 

・市民に判断を求めるとき（例：住民投票やパブリック・コメントなど）は、判断すること

ができる情報 

・市民に対し意見を求め、その意見を取り上げない場合は、その理由が明らかとなる情報 

・市民生活に何らかの影響を生じさせる場合は、事前に、その影響に関する情報 

・施策の効果、評価に関する情報 

・施策のコストに関する情報 

・財政運営に関する情報 

・予算手続きに関する情報 

・計画過程や意思決定過程の情報 

また、情報提供は、情報を受ける側の市民の状況を考慮し、情報を分野別に整理し、検索シ

ステムの充実を図ったり、多様な情報媒体を用意することや、身近な課題を解決する拠点とし

ての区の情報サービス窓口の拡充などについても考える必要があります。 

【意見等】 

行政のほかにも情報共有を行うべき対象機関（例：出資法人など）があり、これについては、

現行の情報公開条例等に規定されているものですが、対象機関とする考え方、範囲の拡大など

が必要とは考えますが、検討はできませんでした。 

また、情報提供における一手法としての広報活動の充実について、頭出しをすべきとの委員

意見がありました。 

 

(2) 情報公開 

【解説】 

昭和 59 年の情報公開条例制定時から基本的人権の一つとしてとして明示された「知る権利」

を保障し、行政の説明責務を果たすための情報公開について定めたものです。川崎市では全国

でも早い時期に制度化されたもので、現在では、国をはじめ、全国の自治体で制度化されてい

るものですが、これからは、市民誰でもが情報を容易に利用、活用することができる仕組み、

支援の検討など制度運用の充実が求められるものと考えます。 

 

 

市は、総合計画その他重要な計画及び主要な事業に関する情報その他の市民生活の向上又

は充実を図る上で市民にとって必要な情報について、市民に積極的に提供しなければなりま

せん。また、情報の提供は、適時に行われなければなりません。 

市民は、その知る権利に基づき、市が保有する情報について、開示を求めることができま

す。市は、市民からの開示の請求に対しては、その説明責務を果たすため、正当な理由がな

い限り、これに応じなければなりません。 



 17

(3) 個人情報保護 

【解説】 

③ 市が保有する情報には 130 万人の市民に関する大量の個人情報があり、情報公開の時代の中

で、市民の情報へのアクセス度合いを高めればそれだけ情報流出等の危険性が生じてきます。  

しかし、個人情報の本人にあっては、当然に自己の情報内容を知る権利は保護されるべきで

あり、このような課題の調整が必要です。 

 

２ 参加による自治の営み 
(1) 総合計画等への参加 

【解説】 

総合計画などの重要な計画については、その内容が市民生活に大きな影響を与えるものであ

ることから、市民参加の保障は、より担保される必要があり、複数の参加手続を選択すること

によって、より多くの市民意見の聴取や市民生活に密着した施策展開を可能とするものです。 

 

(2) 審議会等への参加 

【解説】 

① 法令、条例、要綱等の規定により多くの審議会、審査会、委員会等が置かれていますが、そ

の審議会等の所掌事項の内容によって、その委員に市民委員が含まれることとされている審議

会等が多数あります。市民委員の選考に当たっては、市民活動や市の福祉活動に携わっている

人など条件が必要なものもありますが、多様な市民の多様なニーズに総合的に対応することが

求められる市政にあっては、市民が委員になることに本来的には制約はないものと考えられま

すので、可能な範囲で一般の公募によることが望ましいものです。 

② 審議会等の会議の公開に関する条例により、市の審議会等の会議は、公開されることが原則

とされています。これは、情報共有の原則から導かれるものではありますが、単に会議を傍聴

することによる参加だけでなく、議題に応じて会議の運用で、傍聴者の意見を聴くことなどが

検討されることとなれば、より望ましい参加の形態になるものと考えられます。  
 

市は、その保有する個人情報について、適切な保護を図らなければなりません。市民は、

自己の個人情報については、その自己情報をコントロールする権利に基づき、その開示、削

除、訂正又は目的外使用等の中止を求めることができます。市は、市民からの開示等の請求

に対しては、正当な理由がない限り、これに応じなければなりません。 

総合計画、基本計画その他施策の基本となる計画の策定に当たっては、市民の参加の機会

を保障するものとします。 

① 市の事務事業について、市民の意見、学識者の専門的意見等の反映又は公正の確保を図る

ために設置された審議会等の市民委員は、別に定めるところにより、公募するものとします。

② 前項の審議会等の会議は、正当な理由のない限り、市民に公開されるものとします。 



 18

(3) パブリック・コメント制度 

【解説】 

市民が主権者である自治を進めるためには、市民の参加が保障されなければなりません。こ

れまで市では、市民が市政に参加する手段としての広聴には、「市長への手紙」、「インターネ

ット広聴」、「各種市民相談」、「市政モニター」、「市民意識実態調査」などが制度化されていま

したが、これらに加えて「パブリック・コメント制度」の制度化を図ろうとするものです。 

① 「パブリック・コメント制度」は、これまで、男女平等かわさき条例、まちづくり 3条例な

どの制定過程において、事実上、行われてはきましたが、成文化されていませんでした。しか

しながら、「パブリック・コメント制度」は、これからの自治にとって、具体の重要事案につ

いて、市民の参加の権利を保障し、また、行政の応答責任を果たさせるためにも明文の制度化

が必要なものです。 

② 「パブリック・コメント制度」は、単に、具体の重要事案に対して市民の意見が言えるだけ

ではなく、制度化することによって、その事案に対する市民との情報の共有化、事案への市民

意見反映による自治の協働作業化にもつながるものと考えられます。 

③ 「パブリック・コメント制度」については、このような効用がありますので、自治基本条例

には総論的な規定を置き、対象事案、意見聴取のための情報周知方法、意見聴取方法・期間、

その他手続を進めるためには詳細な検討が必要なものと考えますので、細部については、別の

規程に委ねることとしました。 

 

(4) 評価 

【解説】 

現在、市では、「川崎再生 ACTION システム」として事務事業の総点検が実施され、全事務事

業を対象とした点検を行い、行財政改革の推進、総合計画の策定、予算・組織定数への反映な

ど行財政運営に活用しています。今までは、一度事業が進められると、その事業を進めること

が目的となり、費用が増大しようとも中止や見直しができなくなり、ますます悪循環に陥る可

① 市は、市民の参加の権利を保障するとともに、行政の過程の公正の確保と行政の透明性の

向上を図るため、市民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあると認める事案の策定に当たっ

ては、市民から当該事案に係る意見を求める手続（以下「パブリック・コメント制度」とい

う。）をとらなければなりません。 

② 市長その他の執行機関の長は、パブリック・コメント制度により提出された市民の意見を

十分考慮して事案の策定に対する意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方をとり

まとめて公表しなければなりません。 

③ その他パブリック・コメント制度に必要な事項は、別に定めます。 

① 市は、効率的かつ効果的な市政運営を推進し、総合計画の着実な実行と進行管理を行うと

ともに、施策、事業等の成果を市民に明らかにするため、施策、事業等について、評価を実

施するものとします。 

② 評価にかかわる項目及び指標は市民の視点に立脚したものであり、評価結果は市民にとっ

てわかりやすいものでなければなりません。 

③ 市は、評価結果を公表するとともに、施策、事業等に適切に反映させなければなりません。

④ 評価制度の運営に当たっては、市民参加による委員会を設けます。 



 19

能性がありました。事業や施策などが、市民生活の質の向上にとって、いかに有効なものであ

るのか、また有効なものであっても貴重な行政資源を合理的に使い、最大の効果を発揮してい

るのかなどを合理的、客観的な指標によって適切にチェックすることが必要です。地方自治法

の仕組みの中では、監査委員や外部監査人による監査によっても特定事業等のチェックはされ、

また、議会においても市政運営の監視機能によるチェックは行われますが、継続的に、定期的

にすべての施策、事業などについて、合理的な評価が実施されることは、より大切なことと考

えますので、自治基本条例上に位置付けることとしました。 

① 市の施策、事業などについて、点検し、それぞれの成果を図り、その結果に基づいてそれぞ

れの施策、事業等を改善または改革するために適正な評価を行うことは、限られた行政資源の

中で、最も有効に活用するためには必要なことです。 

② 評価は、自治の主体としての市民が行政に求める重要なことですが、どのように評価したの

か市民が理解できなければ市民が主体的に評価に参加することはできませんし、行政にとって

も、市民に対して適切な評価を実施したのかの説明責任を果たしたこととはなりません。 

③ 評価の結果は、結果として市民に還元されるとともに、実際の施策、事業など通しても還元

されるものでなければなりません。 

④ 評価を行う上で定めなければならない事項は、評価項目、指標、評価結果の公表方法その他

いろいろあるものと思われますが、自治基本条例においては、評価を行う意義やあり方を規定

するにとどめ、その他の詳細事項については、評価自体が確立した考え方であるとは限らず、

検討が必要なものと思われますので、市民の参加のもとに、別途、定めることとしてよいもの

と考えました。 

なお、市民参加の観点から第三者機関を設け、市民が評価主体となって行う評価制度を望む

委員の意見、市民による評価をパブリック・コメント制度により聴取するとの委員の意見があ

りました。また、市民の施策等に関する評価の観点はそれぞれ異なるもので、むしろ、市民が

自由な立場で評価し、行政に対して意見を述べることのほうがふさわしいとの意見もありまし

た。 

 

(5) 住民投票制度 

【解説】 

① 自治基本条例には、住民投票制度に関する次の大枠を規定することによって、いわゆる「常

設型」の住民投票制度を設けることとし、重要事項が生じるたびに個別の住民投票条例を制定

しなくともよいこととします。 

ア 投票に付議する事項 

イ 発議権者の範囲 

ウ 投票に先立つ十分な情報周知と討議の機会の付与 

エ 投票結果の尊重 

① 市は、市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認し、その結果を市政運営に

反映させるため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。 

② 住民投票は、住民又は議員の発議によって市長に実施することを請求することができると

ともに、市長の発意により行うことができます。 

③ 市長は、住民投票を実施するに当たっては、住民投票の対象とされた事項について、その

争点に関する情報の周知を図るとともに、住民の間で十分な討議が行えるよう努めなければ

なりません。 

④ 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

⑤ その他住民投票を実施する上で必要な事項は、別に条例で定めます。 
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なお、これら大枠を定めるだけでは、常設型住民投票を自治基本条例中に定めたこととはな

らないのではないかとの意見もありましたが、現在、住民投票制度検討委員会において課題整

理が行われていることと、自治基本条例制定後、市民を交えた制度検討も計画されていること

から、これら大枠の一定の考え方を合わせて示すことによるにとどめました。 

まず、市政に係る重要事項とは、次のようなことが考えられますが、他の制度によって住民

の意思決定が担保されるなど投票に付すことがふさわしくないものも想定されます。 

・市域の分割併合 ・大規模公共事業の是非 

なお、条例の制定改廃など市民の直接請求があり、それが否決されてしまったものを対象と

するべきとの意見がありました。 

② 住民投票の発議の要件は、住民（満 18 歳以上の日本人と永住外国人）にあっては総数の 1

／10 以上の連署、議員にあっては議員定数の 1／12 以上の賛成が考えられます。 

③ 住民投票を行うに当たっては、住民の間に投票対象事案について、客観的に判断するための

争点などについての情報が十分提供されることが必要と考えます。また、住民投票が行われる

までの間に、争点についての見解を聴いたり討議が行える場が設けられることが望ましいとも

考えました。 

④ 住民投票とは、選挙に準じた手続をとりますので、経費が相当かかるものですし、前述のと

おりに十分な情報提供、討議を行った上で実施されるものですから、投票結果については誰も

が尊重する必要があるものとは考えますが、住民に、議会及び市長と同等の尊重義務を課すこ

とについては、その責任の重さは異なるもので、住民個人の憲法上の基本的人権を制限するお

それがあり、この規定を盛り込むには注意が必要で、慎重に検討する必要があるとの意見があ

りました。 

⑤ 4 つの大枠のほかに投票の成立要件（投票有資格者総数の 1／2 以上の投票とその過半数の

得票）など、住民投票制度の構築には定めるべき事項がありますが、現在、住民投票制度検討

委員会で十分な検討が行われていますので、その結果を尊重し、別途の条例によって制度設計

を行うことが妥当と考えました。 

【意見等】 

なお、川崎市は、市域が細長く、区毎に地域特性が異なるため、各区の課題も様々であり、

案件への各区民の関心の度合いにも違いがあります。また、区の人口規模は、20 万人程度であ

り、特例市並みです。また、区は、自治基本条例において、まちづくりの拠点の役割を担うこ

とともされる予定です。したがって、今後の指定都市制度の改革や区行政改革の動向を踏まえ

ながらの検討が必要ですが、将来「区」が市の分権の拠点として整備されるならば、「区」を

住民投票の単位とすることを提案したいと考えています。 

 

３ 協働による自治の営み 

【解説】 

・ これからの市民社会のひとつのあり方を、「ともに担う公共」と位置付けました。「ともに担

う公共」とは、より豊かな市民社会を形成し、市民自治を推進していくために、これまで市

が半ば独占的に担ってきた公共サービスを、これからは市民も事業者も市とともに協働して

担っていくというものです。 

・ これまで「公共」の役割とされてきたものは、能率的、あるいは公平（ゆえに画一的）であ

① 市民は、暮らしやすい地域社会の実現と市民自治の推進をともに担うことを目的として、

市と協働して公共的な課題の解決にあたります。 

② 前項の目的を達成するため、市は、市民等と協働し、公共的な課題を解決するための施

策を整備し、その推進を図らなければなりません。 
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るなどの理由から行政が担うことが適当と考えられてきました。しかし多様な市民的社会的

ニーズに対し、きめ細やかな対応ができるなどの特徴あるのが市民セクターの活動です。公

益的な仕事の担い手が必ずしも行政である必要はありません。これからは、市民・事業者・

市が協力して公益的な活動をともに担い、身近な地域社会はもちろんのこと、市民社会総体

をより豊かにしていくことが必要です。 

・ 「ともに担う公共」を生み出すためには、市民企画への市民の参加や、その企画への市民か

ら市民への促し、また市民企画への行政の参加による協働なども積極的に実行されるように

しなければなりません。 

・ 協働を推進するために、行政施策における協働概念の導入及び施策の構築に向けた市の努力

規定を置きます。 

・ すでに地域で活動している市民活動や市民事業が支えられ、またこれからますます創出され

ることを条例などで担保することが必要です。 

・ そこで、現在の「市民活動支援指針」をベースとしながら、「ともに担う公共」を創造す

るための新たな条例を制定し、そこに協働のルールや税使途指定制度、コミュニティ・ファ

ンドの創設、中間支援組織の機能拡充、政策入札等について規定します。 
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Ⅳ 国や他の自治体との関係について 

【解説】 

○ 「自治」とは、その地域の住民の意思に基づき自治体運営が行われるという意味の「住民自

治」と、国や県と対等で、かつ自主的・自律的な自治体運営を行うという意味の「団体自治」

の二つからなります。そのため、自治体運営の基本原則が規定される自治基本条例には、「住

民自治」の観点だけではなく、当然「団体自治」に関する考え方が規定される必要があります。 

○ 地方分権改革の進展により、本市は法的には完全に国や県と対等な関係になりました。その

ため、それ以前には国の見解・解釈に頼っていたことも、これからは自主的に判断を迫られる

ことになり、また国や他の自治体との意見相違が起こった場合にも、市は毅然とした態度で対

処することが必要であり、場合によっては、2001（平成 11）年の地方自治法の改正により設置

が認められた「国地方係争処理委員会」、「自治紛争処理委員」などの制度を活用し、市民の利

益が損われないように努めなければなりません。 

○ 現在、政策課題の複雑化・広域化に伴い、都市間連携の重要性が増しています。例えば緑地

保全においては、緑地の連なる近隣自治体との連携が不可欠であり、大都市制度の検討にあた

っては政令指定都市間で協調してあるべき姿を探っていく必要があります。 

 
 

① 市は、国及び県と対等かつ協力の関係にあることを踏まえ、市全体の利益のためにその

権限を行使しなければなりません。 

② 市は、積極的に他の地方自治体と連携を図り、共通する課題の解決に努めなければなり

ません。 
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① この条例に基づく、自治の取り組みの状況について審議するため、（仮称）川崎市自治推

進委員会（以下「委員会」といいます。）を設置します。 

② 委員会は、市長から諮問を受けて前項の審議を行い、市長に答申します。 

③ 委員会は第 1 項の審議結果に基づき、前項の答申に併せて自治の推進について提言する

ことができます。 

④ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

Ⅴ （（仮称）川崎市自治推進委員会） 

【解説】 

① 自治基本条例施行後、自治の基本原則である参加の原則、協働の原則、公共創造の原則及び

情報共有の原則などが、いかに制度や施策に生かされているかを調査、検証するための委員会

設置によって条例の進行管理を行おうとするものです。 

②・③審議会等の附属機関は、執行機関（市長）に附属するもので、手続上は、市長の諮問に応

じて調査・検証するものではありますが、その性格上、執行機関からは一種独立した、第三者

的機関として、自治の推進・拡充、条例見直し等を提言することができることとするものです。 

④ 委員には市民委員（公募）が必要なものですが、その定数、委員会組織及び組織運営などの

詳細規定については別に定めることとします。 
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市民委員3 0 名　　＋　　学識者委員４名

（計1 2 名）

報告書案を作成し、
委員会に提案する

市民委員８名
＋学識者委員４名

‥‥

座長

副座長

（計６名）

委員会の運営に関する
ことなどを議論

市民委員６名

リーダー

設置 設置

兼任

兼任

兼任

兼任可（市民委員）

････

････

････

････

中間報告会以後に
４つのテーマ別グループを設置

（全員参加）

中間報告会以後は、４つのテーマ別
グループのグループリーダーも参加

参考  自治基本条例検討委員会の概要、検討経過について 

 
１ 自治基本条例検討委員会について 

自治基本条例検討委員会は、平成 15 年 10 月に、川崎市における“市民が主役のまちづくり”

を実現するためのルールとしての『自治基本条例』の検討を目的としてスタートしました。具

体的には、地方分権の時代にふさわしい市民と自治体の関係、市政運営の基本理念や原則、そ

してこれらを実現するための基本的仕組みについて、合計で 50 回に及ぶ検討を重ねてきました。 

検討委員会の構成及び役割は、次のとおりです。 

■ 自治基本条例検討委員会の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 自治基本条例検討委員会の役割 

◇ 自治基本条例検討委員会 

公募市民 30 名、学識者委員４名から構成され、自治基本条例の策定の意義、目的、盛り

込むべき内容等について検討を行い、市長に報告します。 

なお、中間報告会以後においては、検討委員会内に４つのテーマ別グループ（「市民自治」、

「議会・行政」、「コミュニティ・区」、「制度・しくみ」）を設け、より具体的な議論を進め

ました。 

◇ 自治基本条例検討委員会世話人会 

市民委員から選出された世話人（６名程度）で構成され、学識者委員や事務局とともに、

委員会の運営に関することについて検討するとともに、委員会では、議事進行の補助やグ

ループ討議の進行・まとめ役を担います。 

◇ 自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会 

学識者委員と市民委員（副委員長＋副委員長を除く市民委員３名）で構成し、検討委員

会の検討結果を取りまとめ、報告書案（素案を含む。）を作成し、検討委員会に提案します。 

なお、中間報告会以後においては、作成委員会と検討委員会内に設けられた４つのテー

マ別グループとが連絡・調整を密に取り合って報告書案（素案を含む。）を作成していく必

要があるとの観点から、各グループから１名ずつの市民委員（グループリーダー）を作成

委員会のメンバーに加えたかたちで検討を進めました。 



－26－ 

２ 川崎市自治基本条例検討委員会名簿（50 音順、敬称略） 
学識者委員 
名前 所属 備考 

金井 利之 東京大学大学院法学政治学研究科助教授 作 

小島 聡 法政大学人間環境学部助教授 副委員長、作 

辻山 幸宣 (財)地方自治総合研究所理事・主任研究員 委員長、作 

村上 順 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授 作 
 
 
市民委員 
名前 住所 備考 

荒井 敬八 川崎区 副委員長、世、作 

飯田 和子 麻生区 世 

石田 厚生 麻生区 作 

榎本 武 幸区  

大園 房雄 多摩区 作 

荻野 英治 多摩区 世、作 

神本 一枝 麻生区 世 

濃沼 吉弘 多摩区  

古閑 順子 多摩区 作 

齋藤 辰也 幸区  

椎塚 常一 多摩区  

末吉 勇 中原区 作 

髙松 昭 高津区  

竹井 斎 中原区 作 

塚本 昭二郎 麻生区  

寺部 守芳 高津区  

浪瀬 佳子 高津区 作 

西川 聡子 多摩区  

橋本 虎之助 麻生区  

長谷山 明子 多摩区  

広岡 希美 中原区  

黄 景哲 川崎区 世 

藤崎 茂 高津区  

藤村 千賀子 高津区  

増田 和子 宮前区 世 

室伏 陽子 麻生区  

山下 浩 宮前区  

吉田 彩 高津区  

吉田 高昭 中原区  

渡邉 博 中原区  

※ 備考で世は世話人、作は作成委員会、作は中間報告会以後の作成委員メンバー。 
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３ 検討の経過 

(1) 自治基本条例検討委員会 

 日時 内容 

第１回 Ｈ15.10.22（水） ・委嘱状交付 

・市長あいさつ 

・自治基本条例検討委員会の進め方について 

・講演：自治基本条例とは(学識者委員) 

第２回 Ｈ15.11.12（水） ・自治基本条例に関する全体討議 

第３回 Ｈ15.12.17（水） ・テーマ別検討（条例のつくり方・ポイント、自治体って何？etc） 

・世話人の選出 

第４回 Ｈ16.１.15（木） ・テーマ別検討（自治体の役割と責任、自治体における市民・議会・

行政の関係） 

第５回 Ｈ16.2.5（木） ・テーマ別検討（区のあり方、自治とコミュニティ、市民活動の推進） 

・報告書案作成委員会委員の選出 

第６回 Ｈ16.2.26（木） ・テーマ別検討（制度・装置、実現化方策） 

・中間報告書のまとめ方について 

・中間報告会の進め方について 

第７回 Ｈ16.3.26（金） ・テーマ別検討（自治基本条例の意義、何が変わる） 

・中間報告会の役割分担について 

・中間報告書のまとめ方について 

第８回 Ｈ16.4.16（金） ・中間報告書案について 

・中間報告会の進め方について 

第９回 Ｈ16.5.14（金） ・中間報告会の開催結果概要等について 

・中間報告会以後の進め方について 

第 10 回 Ｈ16.5.28（金） ・中間報告書に対する意見聴取結果について 

・最終報告会の開催について 

・テーマ別グループ討議について 

第 11 回 Ｈ16.6.3（木） ・前文の検討方法について 

・最終報告会の開催について 

・テーマ別グループ討議について 

第 12 回 Ｈ16.6.26（土） ・各グループの検討内容について 

・全体調整の必要な事項について 

第 13 回 Ｈ16.7.3（土）  

第 14 回 Ｈ16.7.16（金）  

 

(2) 自治基本条例検討委員会グループ別討議 

 日時 グループ名 内容 

第 1 回 Ｈ16.6.12（土） 議会・行政 ・グループ別テーマの検討について 

第 2 回 Ｈ16.6.12（土） 制度・しくみ ・グループ別テーマの検討について 

第 3 回 Ｈ16.6.15（火） ｺﾐｭﾆﾃｨ・区 ・グループ別テーマの検討について 

第 4 回 Ｈ16.6.16（水） 議会・行政 ・グループ別テーマの検討について 

第 5 回 Ｈ16.6.16（水） 市民自治 ・グループ別テーマの検討について 

第 6 回 Ｈ16.6.19（土） 制度・しくみ ・グループ別テーマの検討について 

第 7 回 Ｈ16.6.21（月） 市民自治 ・NPO 意見交換、グループ別テーマの検討について 

第 8 回 Ｈ16.6.21（月） ｺﾐｭﾆﾃｨ・区 ・グループ別テーマの検討について 

第 9 回 Ｈ16.6.22（火） 制度・しくみ ・オンブズマン、情報公開、審議会制度の概要につい

て 
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(3) 自治基本条例検討委員会世話人会 

 日時 内容 

第１回 Ｈ15.12.24（水） ・自治基本条例検討委員会の進め方について 

・自治基本条例検討委員会の学習会の開催について 

第２回 Ｈ16.１.15（木） ・自治基本条例学習会の開催内容について 

・第４回検討委員会の進め方について 

第３回 Ｈ16.2.5（木） ・学習会の開催結果について 

・第５回検討委員会の進め方について 

第４回 Ｈ16.2.26（木） ・第６回検討委員会の進め方について 

第５回 Ｈ16.3.22（月） ・中間報告会の内容について  

第６回 Ｈ16.3.26（金） ・中間報告会のグループ別討議テーマ、広報用チラシについて 

・第７回検討委員会の進め方について 

第７回 Ｈ16.4.16（金） ・中間報告会の進め方について 

・第８回検討委員会の進め方について 

第８回 Ｈ16.5.11（火） ・中間報告会の開催結果及び自治基本条例検討状況の周知について 

・中間報告会以後の進め方について 

・最終報告会の日程等について 

第９回 Ｈ16.5.14（金） ・検討委員会の進め方について 

第 10 回 Ｈ16.5.28（金） ・報告書（案）市民討論会の進め方について 

第 11 回 Ｈ16.6.3（火） ・報告書（案）市民討論会のチラシについて 

第 12 回 Ｈ16.7.3（土） ・報告書（案）市民討論会について 

・市民討論会以後の進め方について 

第 13 回 Ｈ16.7.16（金）  

 

(4) 自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会 

 日時 内容 

第１回 Ｈ16.2.19（木） ・中間報告書の作成方針について 

第２回 Ｈ16.3.11（木） ・中間報告書のまとめ方について 

第３回 Ｈ16.4.2（金） ・中間報告会へ提出する資料について 

第４回 Ｈ16.4.8（木） ・中間報告書の構成について 

第５回 Ｈ16.4.12（月） ・中間報告書素案の内容について 

第６回 Ｈ16.4.19（月） ・検討委員会の意見を踏まえた中間報告書案の修正について 

第７回 Ｈ16.5.18（火） ・最終報告書について 

・作成委員会における検討項目の進め方等について 

第８回 Ｈ16.6.11（金） ・今後のスケジュール、進め方について 

・グループ別討議の状況について 

・作成委員会での検討事項について中間報告書素案の内容について 

第９回 Ｈ16.6.19（土） ・条例名称の検討について 

・最高法規性、見直し規定、実効性を高めるしくみ・ルールについて 

・前文について 

第 10 回 Ｈ16.7.2（金）  

第 11 回 Ｈ16.7.6（火）  

第 12 回 Ｈ16.7.9（金）  

第 13 回 Ｈ16.7.10（土）  

第 14 回 Ｈ16.7.19（月）  

 

(5) 自治基本条例学習会 

 日時 内容 

第１回 Ｈ16.1.24（土） 川崎市の条例の体系、自治と参加の取り組み 
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４ 今後のスケジュール 
自治基本条例検討委員会は、この報告書（案）に対する意見を踏まえながら、さらなる検討

を進め、8 月中旬には検討委員会として市長に報告書を提出します。 

この報告を受けて、川崎市は条例案の策定作業を進め、市民討議、パブリックコメントを実

施し、平成 16 年度中に条例を策定する予定です。 

 

■ 今後のスケジュール 

 

 


